
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の就業率の増加と厚労省が公表した「高齢者の活躍に取り組む企業の事例」 

 

◆65 歳以上の就業者数は 914 万人で過去最多 

総務省が「敬老の日」（９月 16 日）にちなんで公表した取りまとめによれば、65 歳以上

の就業者数は 20 年連続で増加し、914 万人と過去最多となっています。就業者総数に占め

る 65 歳以上の就業者の割合は 13.5％で、およそ７人に１人を 65 歳以上の就業者が占めて

います。 

 

◆65 歳以上の就業率は 25.2％ 

また、65 歳以上人口に占める 65 歳以上の就業者の割合は 25.2％と、10 年前と比較する

と 5.1 ポイント増となり、この数字は主要国の中でも高い水準となっています。年齢階級別

にみると、65～69 歳は 52.0％、70～74 歳は 34.0％、75 歳以上は 11.4％と、いずも過去最

高となっています。 

特に、65 歳～74 歳の就業率は年々顕著に高まっており、元気なうちは働こうという高齢

者が増えていることがうかがわれます。 

 

◆厚労省が公表した「高齢者の活躍に取り組む企業の事例」 

 そのような中で、厚生労働省は先日、「高齢者の活躍に取り組む企業の事例」を公表して

います。ここでは、高齢者の人事・給与制度の工夫に取り組む企業（14 社）にヒアリング

を実施し、年齢にかかわりなく高齢者が活躍できるよう、スキルに応じた処遇を進め、役職

定年や定年制の見直し等に取り組む事例を紹介しています。 

 企業における高齢者の割合が増加していくことが見込まれる中、自社の制度を検討する

うえでも、ぜひ参考にしてみてください。 

【厚生労働省「高齢者の活躍に取り組む企業の事例を公表します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43828.html 
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令和７年４月保育所入所申込み分就労証明書記載の留意点 

 

◆「落選ねらい」問題に対応 

 ９月 30日に就労証明書の新様式が定められ、10月１日より申込み受付が順次開始され

ています。 

 保育所の４月入所申込みについては、育児休業を延長する目的で競争率の高いところに

申し込んだりする「落選ねらい」が問題視され、対応が求められていました。 

 

◆様式の変更点 

 新様式では、次の５つの記載欄が追加されました。 

① 入所内定時育休短縮可否 

② 育休延長可否 

③ 単身赴任期間（予定を含む） 

④ 備考欄 

⑤ 保護者記載欄（児童名、生年月日、施設名、利用・申込み状況に関するチェック欄） 

 また、自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出することができ、就労証明書と

同様に企業に記載を求めているところもあります。 

 

◆育児休業給付金の支給期間延長の要件と手続きも見直し 

 上記の「落選ねらい」対策として、令和７年４月１日からは育児休業給付金の支給期間

の延長手続きも見直され、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、ハ

ローワークに提出することとなります。 

 また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育

所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであ

ることも、必要となります。 

 令和７年４月１日以後に育児休業に係る子が１歳に達する場合または１歳６カ月に達す

る場合に適用されますので、該当する育児休業取得者に案内しておくとよいでしょう。 

【官報（令和６年９月 30日号外第 227号）「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正

する内閣府令（令和６年内閣府令第 84号）」】 

https://kanpou.npb.go.jp/20240930/20240930g00227/20240930g002270004f.html 

【雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 47号）】 

https://laws.e-

gov.go.jp/law/350M50002000003/20250401_506M60000100047?tab=compare 
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11月１日から自転車の危険運転に罰則が科されます 

 

◆道路交通法の改正 

令和６年 11月１日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および

幇助」に対して、新しく罰則が適用されます。 

 

◆運転中のながらスマホ 

自転車に乗りながら、スマートフォン等を手で保持して通話したり、画面を注視したり

する行為が新たに禁止され、罰則の対象になります。 

・違反者は、６か月以下の懲役または 10万円以下の罰金 

・交通の危険を生じさせた場合は、１年以下の懲役または 30万円以下の罰金 

 

◆酒気帯び運転および幇助 

酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が適用され

ます。 

・違反者は、３年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

・自転車の提供者は、３年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

・酒類の提供者・同乗者は、２年以下の懲役または 30万円以下の罰金 

 

◆自転車運転者講習制度 

上記は、「自転車運転者講習制度」の対象となります。また、交通の危険を生じさせる

おそれのある一定の自転車運転の危険行為（信号無視や指定場所一時不停止、通行区分違

反や安全運転義務違反等）を反復して行った者も講習制度の対象となります。 

＊受講命令違反は、５万円以下の罰金 

 

免許なしで誰でも乗れる自転車だからこそ、従業員が通勤や業務で自転車を使用する場

合、十分に注意するよう喚起しましょう。 

【警察庁「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました」】 

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R6poster/R6_leaflet_jitensya_b.pdf 

https://employee.moneyforward.com/home 
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労働者不足の対処方法～厚生労働省の調査より 

 

厚生労働省の「労働経済動向調査（令和６年８月）の概況」（※）が公表されており、調

査項目の１つとして、「労働者不足の対処方法に関する事項」が盛り込まれています。 

人手不足に悩む事業者（同調査では労働者が不足している事業所の割合は 80％に上る）

にとっても参考になるものと思われます。 

（※）令和６年８月１日現在の状況について、令和６年８月１日～８月７日に調査。 

 

◆労働者不足の対処方法 

過去１年間（令和５年８月～令和６年７月）に行った労働者不足への対処方法について、

割合の大きかったものから順から見てみます。また、今後１年間（令和６年８月～令和７年

７月）についての結果も見てみましょう。 

（いずれも複数回答） 

【１位】「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」（過去１年間 59％、今後

１年間 60％）。 

【２位】「在職者の労働条件の改善（賃金）」（過去１年間 55％、今後１年間 48％）。 

【３位】「臨時、パートタイムの増加」（過去１年間 40％、今後１年間 41％） 

【４位】「派遣労働者の活用」（過去１年間 38％、今後１年間 35％） 

【５位】「求人条件の緩和」（過去１年間 36％、今後１年間 34％） 

求人条件の緩和内容としては、賃金、労働時間、休暇、学歴、必要資格・経験等の緩和が

挙げられています。 

【６位】「離転職の防止策の強化、又は再雇用制度、定年延長、継続雇用」（過去１年間 34％、

今後１年間 36％） 

離転職の防止策としては、労務管理（労働条件以外の福利厚生、労使関係など）の改善や

教育訓練の実施などが挙げられています。再雇用制度には定年退職者だけでなく、子育ての

ためにいったん退職した女性などを再雇用する仕組みも含まれています。 

【７位】「在職者の労働条件の改善（賃金以外）」（過去１年間 31％、今後１年間 31％） 

在職者の労働条件の改善内容としては、休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援

や復帰支援制度の充実などが挙げられています。 

【８位】「配置転換・出向者の受入れ」（過去１年間 25％、今後１年間 24％） 

【９位】「省力化投資による生産性の向上・外注化・下請化等」（過去１年間 16％、今後１

年間 19％） 

【厚生労働省「労働経済動向調査（令和６年８月）の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2408/ 
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